
 

 

 指定管理候補者選定委員会における候補者の選定結果概要 

（担当：健康福祉部 高齢介護課） 

 

１ 施設名 玉名市天水老人憩の家 

２ 施設の概要 ① 建築延床面積   ６８９．６９㎡（建築構造 鉄骨造 平屋建） 

② 開館時間     午前９時３０分から午後４時３０分まで 

② 休館日     国民の祝日 

③ 使用者の資格  原則として玉名市に居住する６０歳以上の者 

④ 使用料     １回１５０円 

３ 

募
集
概
要 

募集方法 公募 

募集要項配布期間 令和５年９月６日（水）から令和５年１０月２７日（金）まで 

申請受付期間 令和５年９月２５日（月）から令和５年１０月２７日（金）まで 

募
集
内
容 

指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

管理業務内容 ① 玉名市天水老人憩の家の使用の許可に関する業務 

② 玉名市天水老人憩の家の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 

③ 上記の他、指定管理者が玉名市天水老人憩の家の管理上必要と認める 

  業務 

指定管理料の基準額 

（５か年分） 

６３，９９４，４４２円 

４ 応募状況 ２団体 

５ 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

審査方法  ５つの審査基準ごとに審査項目及び審査内容を定め、審査内容ごとに２点

から２０点を配点（ただし、審査基準「住民の平等な利用の確保」に関する

審査内容については、点数とせず、「適・否」で判断）。 

 それぞれの審査内容を採点し、最も得点が高かった団体を選定委員会にお

ける指定管理候補者の選定意見としてまとめる。 

選定委員会の委員 副市長、企画経営部長、健康福祉部長、有識者３人（天水町区長会長、玉名

市老人クラブ天水支部会長、民生委員児童委員協議会長） 計６人 

審査基準 審査基準表のとおり 

審査経過 

 

玉名市天水老人憩の家指定管理候補者選定委員会 

（開催日）令和５年１１月７日（火） 

（内 容）募集要項、施設の概要、仕様書について 

     審査基準について 

     プレゼンテーション及び質疑応答 

     審査及び採点 

     指定管理候補者の選定 

審
査
結
果 

指定管理候補者 株式会社あんしんＣｏ.,Ｌｔｄ． 



 

 

評価結果及び 

選定理由 

１ 評価結果 

「玉名市天水老人憩の家指定管理候補者選定委員会集計表」のとおり 

２ 選定理由 

選定に当たっては、応募があった２団体に対し、「審査基準表」により

各委員が審査を行ったところ、株式会社あんしんＣｏ．，Ｌｔｄ．の得点

が最高となりました。 

特に、当該団体は指定管理者制度にて類似施設の管理運営を多数行っ

ていることから、事業計画に沿った管理運営を行う物的能力、財政的能

力及び人的能力を有するものであるという点が高い評価を受けました。 

具体的取組として、広報計画について、ホームページの新設やＳＮＳ

を活用した情報発信、動画を活用した情報発信、報道機関に向けたニュー

スや記事の取材依頼を行うという提案がありました。 

また、自主事業として、これまで培ってきた人脈とノウハウを活用し

た各種講座を開催することで、施設の設置目的である高齢者等の健康増

進、教養の向上、レクリエーション活動の実施に寄与するという提案が

ありました。 

その他、施設及び設備の維持管理については、実施計画を定め、計画

した時期に適切に行っていくという提案がありました。加えて、植栽管

理については、都市公園の指定管理者をしている実績を踏まえ、適切な

管理を行う旨提案がありました。 

◆ 申請者の管理料総額（５か年）の提案額 

        ５８，１７４，５４６円 

※上記金額には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。 

 

上記の結果、全委員の合意により「株式会社あんしんＣｏ．，Ｌｔｄ．」

が指定管理候補者として適当であると判断しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

審査基準表（玉名市天水老人憩の家） 

審査基準 審査項目 審査内容 適否判定 

事業計画書の内容

が、住民の平等な利

用を確保することが

できるものである

か。 

施設の設置目的及び

市が示した管理の基

準 

施設の設置目的を理解しているか。 

適・否 

市が示した管理の基準と法人が提案した

運営方針が合致するか。 

申請者の経営モラルは適切か。 

住民の施設の平等な

利用の確保 

利用申込等が公平な利用を確保するもの

となっているか。 

生活弱者等へ配慮されているか。 

事業等の内容に偏りがないか。 

※選定委員会で否と判断された場合は失格とし、以下の採点は実施しない。 

 

審査基準 審査項目 審査内容 

評点 

配点 小計 

１ 事業計画書の内

容が、当該公の施設

の効用を発揮させる

とともに、市が管理

する場合に提供する

サービスと同等以上

のサービスを提供す

ることができるもの

であること。  

利用者の増加を図る

ための具体的手法及

び期待される効果 

施設の設備及び機能を十分に活用した提

案となっているか。 
3 

42 

適切な広報計画がなされており、市民に

対し、広く施設の周知を行うことができ

るか。 

4 

サービスの向上を図

るための具体的手法

及び期待される効果 

サービス向上のための取組内容は適切

か。 
4 

利用料金の設定は適切か。 2 

自主事業の提案は実現可能か。 3 

自主事業は、施設の設置目的に沿い、管

理業務との相乗効果が期待できるか。 4 

施設の魅力、独自性及び立地条件等を活

かした自主事業となっているか。 
4 

市民が気軽に参加したくなる自主事業と

なっているか。 
3 

利用者の心身状態を理解し、管理運営に

当たって十分な配慮を行うとともに、利

用者の意見を管理運営に反映させること

ができるか。 

4 

施設等の維持管理の

内容、適格性及び実

現の可能性 

市が求めている維持管理水準が事業計画

書で提案されているか。 
3 

施設管理及び安全管理は適切か。 3 

維持管理は効率的に行われるか。 3 

環境に配慮した管理運営となっている

か。 
2 



 

 

２ 収支計画書の内

容が、当該公の施設

の管理の業務に係る

経費の縮減に資する

ものであること。 

施設の管理運営に係

る経費の内容 

 

提案価格の得点（※1） 

（市が示した基準価格をどの程度下回っ

ているか。） 

20 

33 

必要な経費を見積もっているか。 3 

管理運営経費の縮減に取り組む提案と

なっているか。 
4 

収支計画の内容、適

格性及び実現の可能

性 

収入及び支出の積算と事業計画との整合

性は図られているか。 
3 

収支計画は実現の可能性があるか。 3 

３  事業計画書に

沿った管理を安定し

て行う物的能力、財

政的能力及び人的能

力を有するものであ

ること。 

安定的な運営が可能

となる財政的基盤 

申請者の経営状況（財務状況）は健全か

つ安定したものであるか。 
4 

17 

金融機関等の支援体制は十分か 2 

安定的な運営が可能

となる人的能力 

職員構成、職員数は十分か。 3 

職員の指導育成及び研修体制は十分か。 2 

職員の採用及び確保の方策は適切か。 3 

良好な管理運営の可

能性 

当該公の施設を良好に管理運営できる可

能性はどうか。 
3 

４ 高齢者の福祉の

増進に関すること 

設置目的の達成 玉名市に居住する高齢者の健康の保持及

び増進が期待できるか。 
4 

20 

玉名市に居住する高齢者の教養の向上が

期待できるか。 
4 

玉名市に居住する高齢者に対し、適当な

レクリエーションの場を提供できるか。 
4 

高齢者の社会参加や仲間づくりを積極的

に進めるとともに、ふれあいの場として

の利用を積極的に働きかけることができ

るか。 

4 

地域の人々やボランティアの人々と協力

し合い、各種事業やイベントを開催する

ことで、高齢者の生きがい感を高めるこ

とができるか。 

4 

５ その他、当該公の

施設の設置目的を達

成するために必要と

認める事項。 

 

情報の管理 

 

個人情報保護のための適切な措置がとら

れているか。 
3 

16 

公益性の理解 

 

公の施設の管理に関し、公益性の理解が

あるか。 
4 

情報公開 

 

玉名市情報公開条例の規定について、理

解があるか。 
3 

危機管理体制 

 

災害その他緊急時の危機管理体制が確立

されているか。 
3 

苦情解決の方法 

 

苦情解決の方法のための適切な措置がと

られているか。 
3 

合      計 
128 



 

 

玉名市天水老人憩の家指定管理候補者選定委員会集計表 

審査基準 審査項目 配点 
指定管理候補者 

（株式会社あんしん Co.,Ltd.）
申請者 A 

事業計画書の内容が、住
民の平等な利用を確保
することができるもの
であるか。 

施設の設置目的及び
市が示した管理の基
準 適・否 適 適 
住民の施設の平等な
利用の確保 

１ 事業計画書の内容
が、当該公の施設の効
用を発揮させるとと
もに、市が管理する場
合に提供するサービ
スと同等以上のサー
ビスを提供すること
ができるものである
こと。 

利用者の増加を図る
ための具体的手法及
び期待される効果 

２５２点 
(４２点×６人) 

１６８点 １７０点 

サービスの向上を図
るための具体的手法
及び期待される効果 

施設等の維持管理の
内容、適格性及び実現
の可能性 

２ 収支計画書の内容
が、当該公の施設の管
理の業務に係る経費
の縮減が図られるも
のであること。 

施設の管理運営に係
る経費の内容 

１９８点 
(３３点×６人) 

５３点 ５３点 
収支計画の内容、適格
性及び実現の可能性 

３ 事業計画書に沿っ
た管理を安定して行
う物的能力、財政的能
力及び人的能力を有
するものであること。 

安定的な運営が可能
となる財政的基盤 

１０２点 
(１７点×６人) 

８０点 ７５点 安定的な運営が可能
となる人的能力 

類似施設の運営実績 

４ 高齢者の福祉の増
進に関すること 

設置目的の達成 １２０点 
(２０点×６人) 

６９点 ７１点 

５ その他、当該公の施
設の設置目的を達成
するために必要と認
める事項 

情報の管理 

９６点 
(１６点×６人) 

７１点 ６９点 

公益性の理解 

情報公開 

危機管理体制 

人権擁護 

苦情解決の方法 

合 計 点 
７６８点 

(１２８点×６人) 
４４１点 ４３８点 

   
 


